
令和６年度（2024年度）

宗谷圏域健康づくり事業行動計画における評価　一覧　　

【総括評価】

　ア　がん

　イ　循環器

　ウ　糖尿病

　エ　ＣＯＰＤ

　ア　こころの健康

　イ　高齢者の健康

新たな北海道健康増進計画（すこやか北海道２１）に基づく宗谷圏域健康づくり事業行動計画を推進するための、令和６年度の取り組み実績について評価を行いまし
た。
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 　がんの早期発見・早期治療には、検診の受診率の向上が重要です。管内における胃がん、肺がん、大腸がん及び乳がんの検診
受診率は全道平均を上回っていますが、子宮頸がんは全道を下回っている状況です。
 　全ての市町村でがん検診が実施されているほか、クーポン交付事業等の受診勧奨の取組が多くの市町村で実施されているもの
の、受診率はほぼ横ばいで推移しており、今後もがんの早期発見・早期治療に向け、より一層のがん検診の受診促進が必要です。
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　 宗谷管内の自殺死亡率は目標値を上回っています。
　 保健所が実施する相談について、必要な方に利用されるようPRを図るとともに、市町村や医療機関、職域保健機関、学校等との
連携を図り、自殺対策や心の健康づくり対策を進める必要があります。

　 高齢者の健康づくりを進めるため、社会参加を促進することが大切であるが、管内の老人クラブの活動状況は市町村によって違
いがあります。また、全国的に老人クラブの加入率が減少していることから、老人クラブの活動に限定せず、高齢者の活動実態を幅
広く捉える必要があります。
　 また、介護予防事業の取組みについても、市町村によって開きがあるため、今後は各市町村が高齢者の実態を把握し、課題に即
した取組みを進めていく必要があります。

　 市町村が実施する保健相談や健康教育が推進されるよう補助金等を交付するほか、健康増進月間や禁煙週間に合わせパネル
展を開催し普及啓発を実施しています。今後は、重症化予防に向けた市町村や医療機関の取組の推進が課題であり、関係者間で
認識を深める研修等の機会を増加させる必要があります。
　 今後も地域職域連携推進連絡会等で健診や健康管理上の課題を協議し、保健事業の実施体制の充実を目指します。

　 本道の喫煙率は全国と比較し高く、長期的な喫煙は喫煙者本人のみならず、受動喫煙にさらされる人にとっても発症リスクを高め
るほか、罹患率や死亡率の増加につながると予想されます。
　 令和4年度健康づくり道民調査によると、COPDの認知度は33.9％となっており、年齢が上がるにつれ、その認知度は減少傾向と
なっていることから、COPDの疾患の認知度を高めるとともに、喫煙による影響の普及啓発について推進する必要があります。



　ア　栄養・食生活

　イ　身体活動・運動

　ウ　休養

　エ　喫煙

　オ　飲酒

　カ　歯・口腔
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　 特定健康診査における肥満者（BMI 25以上）の割合は、全道値を上回っています。適正な栄養摂取を進め、適正体重を維持する
者の増加に向けて、市町村のほか日常的に食事を提供している特定給食施設等での対策の促進が重要であることから、これらの
状況把握に努めます。
　 食品表示法施行に伴い栄養表示が義務化されることから、今後も動向を把握しながら、外食等における、栄養成分表示や健康に
配慮した取組の促進を図ります。

　 生活習慣病予防やロコモティブシンドロームの予防に向け運動習慣が定着するよう普及啓発を図るとともに、市町村及び関係機
関等の運動環境の整備状況や実態把握に努めます。

   睡眠については、メンタルヘルスや特定健康診査、生活習慣病対策の中で実施されてきていることから、今後も普及啓発の機会
増加に努めます。

　 妊娠中や育児中の喫煙率については、いずれも全道平均を上回っており、胎児への悪影響が懸念される。妊産婦の喫煙防止及
び女性の喫煙率低下、家庭での受動喫煙防止に向け、市町村母子保健事業等を通じ、女性や妊婦への喫煙の害について普及啓
発に努めます。

   生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人の割合は、男女ともに高い傾向にあることから、今後も飲酒が及ぼす健康への影
響について、住民意識を高めるため、普及啓発に努めます。

 　乳幼児期におけるむし歯のない者の割合は圏域として増加傾向にありますが、全道平均を下回っている状況です。むし歯予防に
効果的なフッ化物塗布やフッ化物洗口などが、各市町村において取組まれていることから、引き続き、未実施の施設において実施
されるよう働きかけを行います。



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

41.2

33.9

4.5

6.1

26.3

23.6

利用者に応じた食事の計画、調理及び栄養の評価、改善を
実施している特定給食施設の割合

84.9

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

〇　栄養食生活改善などの対策

・バランスのとれた食事の普及啓発
◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○

・市町村乳幼児健診、乳幼児教室等における
食育活動

○ ◎ ◎

・保育所、幼稚園、学校における食育活動（児
童・生徒）

○ ◎ ◎ ◎

・介護予防事業等における食改善事業 ◎ ◎

ヘルスサポートレストラン登録店舗数 増加118

　 特定健康診査における肥満者（BMI 25以上）の割合は、全
道値を上回っています。適正な栄養摂取を進め、適正体重を
維持する者の増加に向けて、市町村のほか日常的に食事を
提供している特定給食施設等での対策の促進が重要である
ことから、これらの状況把握に努めます。
　 食品表示法施行に伴い栄養表示が義務化されることか
ら、今後も動向を把握しながら、外食等における、栄養成分
表示や健康に配慮した取組の促進を図ります。

◯保健所では健康増進月間（9/1～
30）に合わせﾊﾟﾈﾙ展の開催や各種
事業においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布するな
ど普及啓発に取り組みました。
◯市町村においても独自の取り組み
により普及啓発を行いました。
◯宗谷総合振興局の独自事業とし
て、料理教室を開催しました。
　・R7.3.5開催　20名参加
◯宗谷食育協議会へ参加しました。
　・R6.12.19開催
◯稚内市市民講座へ講師を派遣し
ました。
　・R7.1.26開催

ＮＤＢオープンデータ第9回

実施状況

ほっかいどうヘルスサポートレスト
ラン推進事業登録状況R5

○保健所が実施する各種研修会や事業等で配布を行い普及啓発
に努めます。
  また、市町村や食生活改善推進協議会等と連携を図りながら普及
啓発に努めます。

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

○　適正な
栄養摂取
を進め、肥
満や若年
女性のや
せを減らし
ます。

○　栄養バ
ランスのと
れた食生
活の実践
と減塩の
取組を効
果的に進
めるため
の食環境
の整備を
推進しま
す。

ア　栄養･食生活

特定健康診査における肥満者（BMI25.0以上）の割合

特定健康診査におけるやせの者（BMI18.5未満）の割合

減少

減少

圏域
目標値

増加

（１）生活習慣病の改善・生活機能の維持等

朝食を抜くことが週に３回以上ある者の割合 減少

ＮＤＢオープンデータ第9回

ＮＤＢオープンデータ第9回

衛生行政報告（厚生労働省）R6

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



○　宗谷圏域地域・職域連携推進連絡会を
　活用した普及啓発、特定健康診査におけ
　る栄養・食生活改善の推進

・栄養・食生活に関する情報提供や健康教育

◎ ◎ ○ ○ ○ ○

・特定健康診査及び特定保健指導時における
個別支援

○ ◎ ◎ ○

○　特定給食施設等への支援

・利用者に応じた食事・栄養等の改善に向けた研修
会の開催

◎ ○ ○ ○ ○

・特定給食施設等への指導や研修会の開催 ◎ ○ ○ ○ ○ ○

〇　指導者への育成支援

・栄養士、調理師、食生活改善推進員
◎ ◎ ○

○多くの関係者が知識や情報を入手できるような事業の企画を行う
とともに、職能団体との連携も想定しながら、効率的な資質向上に
努めます。
　また、食生活改善推進協議会の自主活動の推進や事業の活性化
に向け、助言や支援を行うとともに、自主組織を育成する市町村へ
の支援を行います。

〇　食環境の整備

・栄養成分表示の活用に向けた普及啓発
◎ ◎ ○ ○ ○ ○

・ほっかいどうヘルスサポートレストラン登録の
推進

◎ ○

2

◯特定給食施設等調査指導を実施
しました。（個別18、集団42実施）

◯管内行政栄養業務担当者研修会
を開催しました。（R6.9.18開催 ）

◯給食施設調理従事者研修会を開
催しました。（R7.3.7WEB開催）

◯浜噸別町食生活改善推進協議会
料理講習会への支援を実施しまし
た。
　（R6.10.25開催）

○食品表示法施行に伴い栄養表示が義務化されたため、その他の
加工食品等の表示の相談について、今後も情報提供を図りながら
登録推進に向けた取組み行います。

○特定給食施設等で適正な栄養管理が行われるよう、研修会を開
催します。

◯当所ホームページ、リーフレット等
により事業の周知を図りました。
◯栄養成分表示の促進を図りまし
た。
　(相談14件）
◯ヘルスサポートレストラン登録事
業を推進しました。（新規8件　登録
26件）

◯宗谷圏域地域・職域連携推進連
絡会を開催しました。（R7.3.25WEB
開催）
　・特定健診の結果に係る情報提供

◯地域・職域連携推進連絡会を開催し、圏域におけるせ健康課題
等について情報共有を図りました。
　今後も関係機関と連携を図りながら生活習慣病予防対策の取組を
推進します。

○　適正な
栄養摂取
を進め、肥
満や若年
女性のや
せを減らし
ます。

○　栄養バ
ランスのと
れた食生
活の実践
と減塩の
取組を効
果的に進
めるため
の食環境
の整備を
推進しま
す。



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

21.9

24.2

38.8

40.2

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

〇　健康づくりのための身体活動指針の普及
  啓発（ウォーキングやノルディックウォーキン
  グ、サイクリング等の普及啓発）

◎ ◎ ○ ○ ○ ○

○　温泉等を活用した健康づくり事業の推進 ○ ◎ ○
○当管内に認定施設があることから、健康づくり事業等において活
用促進に向けた取り組みを図ります。

○　すこやかロード等ウォーキングロード整備
　事業促進

◎ ◎ ○ ○
○登録ｺｰｽではすこやかロードを活用したノルディックウォーキング
の体験会等が開催されています。こうした活用の情報提供を行いな
がら、引き続き、登録増加及び活用促進を図ります。

〇　市町村等が実施する健康運動取組事例の
　情報収集・発信

◎ ◎ ○

○　民間企業や関係団体と協働した運動事業
　の実施

◎ ○ ○ ○ ○ ○

○利尻富士町では健康づくりのための町民体操を作成し普及リー
ダーの育成を行っています。今後もこうした先駆事例等を管内市町
村に周知しながら健康づくりの運動に向けた取り組みを促進しま
す。

　 生活習慣病予防やロコモティブシンドロームの予防に向け
運動習慣が定着するよう普及啓発を図るとともに、市町村及
び関係機関等の運動環境の整備状況や実態把握に努めま
す。

◯利尻富士町では健康づくりのため
の町民体操を作成し普及リーダー
の育成を行っています。

実施状況

◯ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞﾎﾟｰﾙの貸出実
績はありませんでした。
◯ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ体験会の開催
については、取組が行えませんでし
た。
◯市町村事業と連携したﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ配
布の取組は行えませんでしたが、パ
ネル展等においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布す
ることができました。

◯認定施設の活用促進として、豊富
温泉が認定施設に登録されていま
す。

◯すこやかロード登録状況は、管内
4町で4ｺｰｽが登録されています。
・登録推進に向け市町村への働き
かけを図りました。
・すこやかロードの活用促進に向
け、パネル展等を活用し普及啓発を
図りました。

増加

増加4

3

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

○　日常生
活におけ
る身体活
動量の確
保や運動
習慣の定
着化を目
指します。

○　道民が
身近なとこ
ろで運動で
きる環境
整備とその
活用促進
を図りま
す。

イ　身体活動・運動

１回３０分以上の汗をかく運動を週２回以上、１年以上実施
している者の割合

日常生活において歩行又は同等の身体活動を１日１時間
以上実施する者の割合

すこやかロード登録コース数

ＮＤＢオープンデータ第9回

ＮＤＢオープンデータ第9回

すこやかロード認定事業登
録

目標値

増加

○保健所が実施する各種研修会や事業等で普及啓発を実施しま
す。
また、市町村事業と連携を図りながら普及啓発を行います。

〇ノルディックウォーキングポールの貸出等を行い、実践の支援に
努めます。

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

71.1

68.4

28.9

31.6

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

○　健康づくりのための睡眠ガイド、休養指針
　等の普及啓発

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

〇　地域・職域連携推進事業を活用した普及
　啓発

◎ ○ ○ ○ ○

4

   睡眠については、メンタルヘルスや特定健康診査、生活習
慣病対策の中で実施されてきていることから、今後も普及啓
発の機会増加に努めます。

実施状況

目標値

増加

減少

◯睡眠については、メンタルヘルスや特定健康診査、生活習慣病対
策の中で実施されてきていることから、今後も関係機関等と連携を
図りながら普及啓発に努めます。◯当所ホームページにおいて、睡眠

に関する情報を発信しました。

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

○　睡眠に
よる休養を
十分取れ
ない人を
減らしま
す。

ウ　休養

睡眠で休養が十分にとれている者の割合

睡眠で休養が十分にとれていない者の割合

ＮＤＢオープンデータ第9回

ＮＤＢオープンデータ第9回

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

32.4

28.1

7.3

3.3

8.3

6.1

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

○　喫煙の健康影響に関する情報提供（ホーム
　ページ、健康教育教材の提供等）

◎ ◎ ○ ○ ○ ○

〇　たばこをやめたい人に対する禁煙支援 ◎ ◎ ○ ○ ○
◯保健所ホームページ等により、管内の禁煙治療を行う医療機関を
掲載する等、引き続き関係機関と連携し、禁煙支援を受けることが
できる体制の整備を推進します。

○　宗谷圏域地域・職域連携推進連絡会を
　活用した普及啓発、特定健康診査における
　たばこ対策の推進

・たばこに関する情報提供や健康教育

○ ◎ ◎ ○

・特定健康診査及び特定保健指導時における
個別支援

○ ◎ ◎ ○ ○

実施状況

１４１施設111

◯世界禁煙デー（5月31日）及び禁
煙週間（5/31～6/6） に普及啓発を
図りました。

・禁煙ポスターの掲示（庁舎、保健
所、支所、市町村）

・振興局各課窓口に啓発用三角柱
　を設置

◯市町村が実施するがん検診実施
状況を把握し、道ホームページに掲
載するほか、道（本庁）を通じ各医療
保険者にもがん検診の受診率の向
上に向けた情報提供を行いました。

◯受動喫煙防止対策に係る説明会
を開催しました。

・ 宗谷圏域地域・職域連携推進
　連絡会 （R7.3.25WEB開催）

北海道母子保健事業報告Ｒ５

北海道きれいな空気の施設
登録事業Ｒ５

0%

◯喫煙の健康影響に関する情報提供や、住民が健康のために望ま
し い生活習慣やがんに関する正しい知識を身につけることができる
よう、関係機関が連携して普及啓発を行います。

　 妊娠中や育児中の喫煙率については、いずれも全道平均
を上回っており、胎児への悪影響が懸念される。妊産婦の喫
煙防止及び女性の喫煙率低下、家庭での受動喫煙防止に
向け、市町村母子保健事業等を通じ、女性や妊婦への喫煙
の害について普及啓発に努めます。

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

○　喫煙が
及ぼす健
康への影
響につい
て普及啓
発を図りま
す。

〇　２０歳
未満の者
の喫煙を
なくしま
す。

○　妊産婦
の喫煙を
なくすとと
もに、女性
の喫煙率
を低下させ
ます。

○　たばこ
を止めた
い人に対
するサ
ポート体制
を充実しま
す。

○　家庭、
職場、飲食
店その他
利用する
施設にお
いて、受動
喫煙ゼロ
の実現を
目指しま
す。

エ　喫煙

目標値

産婦の喫煙率

減少

0%

ＮＤＢオープンデータ第9回

妊婦の喫煙率

北海道きれいな空気の施設登録数

たばこを習慣的に吸っている者の割合

◯地域・職域連携推進連絡会を開催し、圏域におけるせ健康課題
等について情報共有を図りました。
　今後も関係機関と連携を図りながら生活習慣病予防対策の取組を
推進します。

北海道母子保健事業報告Ｒ５

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



○　妊産婦の喫煙率低下に向けた取組の推進
・母子手帳交付及び妊娠相談等における保健
（禁煙）指導

◎ ○

・母親教室における健康教育・禁煙指導 ◎ ◎ ○

○　20歳未満の者の喫煙防止対策の推進

・20歳未満の者の喫煙防止教室の開催（小学
生を対象とした指導）

◎ ○ ◎

・各学校における喫煙防止教育の実施 ○ ○ ◎

〇　第二種施設を対象に、屋内禁煙を促進する
　「北海道のきれいな空気の施設」の登録促進

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◯引き続き第二種施設を対象に、「北海道きれいな空気の施設登録
事業」の推進を図ります。

◯北海道きれいな空気の施設登録
について推進を図りました。
　　（新規登録　７件）

◯管理栄養士学生実習と合同によ
り、20歳未満の者の喫煙防止講座を
実施しました。
　・猿払村知来別小学校
　 （R6.8.30 生徒13名、教師5名）

◯引き続き若い世代の喫煙防止対策として、小中学校及び地域に
おける健康教育の推進を図ることとします。

◯受動喫煙が健康に及ぼす影響や各施設が受動喫煙防止を講じる
ことができるよう、地域住民や事業者等に対し普及啓発や学習機会
の取組を図ります。

5

○　喫煙が
及ぼす健
康への影
響につい
て普及啓
発を図りま
す。

〇　２０歳
未満の者
の喫煙を
なくしま
す。

○　妊産婦
の喫煙を
なくすとと
もに、女性
の喫煙率
を低下させ
ます。

○　たばこ
を止めた
い人に対
するサ
ポート体制
を充実しま
す。

○　家庭、
職場、飲食
店その他
利用する
施設にお
いて、受動
喫煙ゼロ
の実現を
目指しま
す。

◯妊婦向け受動喫煙防止パンフを
市町村で配布しました。



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

27.5

26.3

0.4

1.0

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

〇　市町村や関係機関・団体と連携し、生活習
　慣病や依存症リスクとしてのアルコールの健
　康被害について情報提供や普及啓発

・特定保健指導従事者に対して、生活習慣病や
依存症リスクを高める飲酒についての情報提
供

◎ ◎ ○ ○ ○

・母子手帳交付及び妊婦相談等における妊婦
への飲酒リスクの情報提供及び指導

◎ ◎ ○

・適正飲酒についての普及啓発 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

〇　飲酒を要因とするこころの健康に関する普
　及啓発

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

〇　２０歳未満の者の飲酒予防のための学校
　保健との連携

・２０歳未満の者の飲酒に関する課題の把握

◎ ○ ◎ ○

・飲酒による健康被害に関する教育機関との
情報共有と連携

◎ ○ ◎ ○

・飲酒の害に関する健康教育 ○ ◎ ◎ ○

実施状況

減少

◯アルコール関連問題啓発週間
（11月10日～16日）に合わせポス
ター掲示等により普及啓発を行いま
した。

◯パネル展や各種事業において
リーフレット等を配布しました。

6

減少

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

○　飲酒が
及ぼす健
康への影
響につい
て意識を
高めます。

○　未成年
者や妊婦
の飲酒を
なくしま
す。

   生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人の割合は、
男女ともに高い傾向にあることから、今後も飲酒が及ぼす健
康への影響について、住民意識を高めるため、普及啓発に
努めます。

オ　飲酒

妊婦の飲酒率

毎日飲酒している者の割合

目標値

ＮＤＢオープンデータ第9回

北海道母子保健事業報告Ｒ５

○アルコール関連問題啓発週間に合わせポスター掲示等により普
及啓発を実施しました。引く続き普及啓発に努めます。

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

88.4

91.8

69.6

75.4

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

○　乳幼児・児童生徒・障がい者が定期的に歯
　科健診・保健指導を利用できる機会の確保

○ ◎ ◎ ○ ○

○　幼児期におけるフッ化物利用（フッ化物
　塗布、フッ化物配合歯磨剤）の普及

◎ ◎ ○ ○ ○

○幼児期におけるむし歯予防対策として、市町村のフッ化物塗布事
業のほか、パネル展等でフッ化物利用に関する普及啓発を行って
います。
○う蝕罹患に関する地区分析を通じて宗谷の特性把握と適切な保
健指導の実施に向けた調査に努めます。

○　定期的な歯科健診・適切な保健指導を
　受ける機会の確保

◎ ◎ ◎

○　歯科保健の普及啓発（８０２０推進週間等） ◎ ○ ◎ ○ ○

〇　保育所・学校等におけるフッ化物洗口の
　推進

◎ ◎ ◎ ○ ○

○むし歯予防に効果的とされているフッ化物洗口については、管内
全市町村で導入されていますが、一部の未実施施設に対しては、
先駆的な取組みに関する情報提供等を行いながら、フｯ化物洗口の
取組を推進します。

7

○圏域住民が歯・口腔の健康に関して行動変容するきっかけづくり
としてパネル展等を開催しています。今後も定期歯科受診の必要性
及び歯・口腔に関する正しい知識の普及啓発に努めます。

増加

 　乳幼児期におけるむし歯のない者の割合は圏域として増
加傾向にありますが、全道平均を下回っている状況です。む
し歯予防に効果的なフッ化物塗布やフッ化物洗口などが、各
市町村において取組まれていることから、引き続き、未実施
の施設において実施されるよう働きかけを行います。

○居宅や施設に訪問し、歯科健診・歯科保健指導を実施していま
す。引き続き、定期的に歯科受診ができる機会を確保するため、歯
科医師会と連携し、かかりつけ歯科医の確保に向けた取組みを行
います。

ＮＤＢオープンデータ第9回６０歳代における咀嚼良好者の割合

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

カ　歯･口腔

むし歯のない３歳児の割合

目標値

95.0％以上 地域保健・健康増進事業報告

○　すべて
の道民が、
自ら歯・口
腔の健康
の維持増
進に努め
るととも

に、住み慣
れた地域
において

生涯を通じ
て必要な
歯科保健
医療サー

ビスを利用
しながら、
健康の維
持増進が
できるよう
支援する
環境づくり
を行うこと
を基本方
針とし、食
べる楽しみ
がいつまで
もつづく生
活の実現
を目指しま

す。

◯導入市町村　10市町村
◯保健相談を実施しました。

実施状況

◯居宅訪問による歯科健診等を実
施しました。（2回2名）
◯施設等訪問による歯科健診等を
実施しました。(1施設）
◯市町村からの要請により、保健所
から歯科医師を派遣しました。（2
回）

◯歯と口の健康週間パネル展を開
催しました。（11/8～11/14）
◯アンケート調査及び地区分析を
実施しました。（10市町村）

◯歯と口の健康週間及び8020推進
週間に合わせパネル展を開催しま
した。（11/8～11/14）

◯歯と口の健康週間及び8020推進
週間に合わせパネル展を開催しま
した。（11/8～11/14）
◯健康教育（職員向け）を実施しま
した。

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



ア　がん

目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

266

20343

453.2

399.0

32.4

28.1

8.0

5.0

7.6

4.2

7.3

4.9

14.6

17.0

21.1

14.4

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

○　がん予防のための普及啓発やがん検診
　受診率の向上

・ホームページへの掲載

◎ ◎ ○ ◎ ○ ○

・ポスター、パンフレットの配布及び掲示 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○

・がん検診受診勧奨の普及啓発 ○ ◎ ◎ ○ ○

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

○　喫煙な
ど生活習
慣の改善
を促進し、
がんの罹
患率の減
少を目指し
ます。

○　がん検
診による早
期発見・早
期治療を
進め、がん
の死亡率
の減少を
目指しま
す。

がんの死亡数（１０万人当たり）

がんの死亡率（１０万人当たり）

乳がん検診受診率

たばこを習慣的に吸っている者の割合

胃がん検診受診率

肺がん検診受診率

大腸がん検診受診率

子宮頸がん検診（20歳以上）受診率

減少

◯市町村が実施するがん検診実施状況を把握し、道ホームページ
に掲載するほか、道（本庁）を通じ各医療保険者にがん検診の受診
率の向上に向けた情報提供を行う等、今後も市町村はもとより職域
保健とも連携し、各種検診の受診率の向上を目指すこととします。

○各市町村でがん検診の実施周知に併せた普及啓発のほか、中高
校生を対象にピロリ菌検査を実施する等がん予防の取組みが実施
されています。こうした先駆的な取組みについて、情報提供を行いな
がら取組みの促進を図ります。
　 また、保健所では、がん征圧月間に合わせパネル展の開催等を
実施するなど今後も普及啓発に努めます。

◯がん検診受診率は全てのがん検診で目標値に達していない状況
に有ることから、引き続き市町村及び関係機関と連携し、検診の受
診勧奨に努めるとともに、がん検診の円滑な実施に向けた情報提
供等を図ることとします。

◯がん検診の受診を促進し、がんの早期発見につなげ、がんによる
死亡者の減少を図ることを目的に、補助金の活用やがん予防に関
する普及啓発に取組んでいますが、受診率は目標値に達ていない
状況 のため、引き続き関係機関と連携し、がん検診受診率向上を
推進するため普及啓発等の取組を図ることとします。

実施状況

 　がんの早期発見・早期治療には、検診の受診率の向上が
重要です。管内における胃がん、肺がん、大腸がん及び乳が
んの検診受診率は全道平均を上回っていますが、子宮頸が
んは全道を下回っている状況です。
 　全ての市町村でがん検診が実施されているほか、クーポン
交付事業等の受診勧奨の取組が多くの市町村で実施されて
いるものの、受診率はほぼ横ばいで推移しており、今後もが
んの早期発見・早期治療に向け、より一層のがん検診の受
診促進が必要です。

目標値

減少 北海道保健統計年報第37表R4

北海道保健統計年報第37表R4

ＮＤＢオープンデータ第9回

地域保健健康増進事業報告
（厚生労働省）Ｒ４

◯がん検診の受診を促進し、がんの
早期発見につなげ、がんによる死亡
者の減少を図ることを目的に、補助
金の活用やがん予防に関する普及
啓発を行いました。

・新たなステージに入ったがん検診
総合支援事業 （６市町村　217千円
）

・世界禁煙デー（5月31日）及び禁煙
週間（5/31～6/6） における普及啓
発

・禁煙ポスターの掲示（庁舎、保健
所、支所、市町村）

・振興局各課窓口に啓発用三角柱
を設置

◯市町村が実施するがん検診の実
施状況を把握し、道ホームページに
掲載するほか、道（本庁）を通じ各医
療保険者にもがん検診の受診率の
向上に向けた情報提供を行いまし
た。

減少

減少

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



・がん検診の実施 ◎ ◎ ○ ○

・がん検診未受診者に対する受診勧奨 ◎ ◎ ◎ ○

〇　たばこ対策の啓発

・喫煙の健康影響に関する情報提供
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

○各種研修会において健康増進法改正による受動喫煙対策の周知
に加え、喫煙の健康への影響に関する健康教育を実施します。

・禁煙相談や禁煙を希望する人に対する禁煙
支援

◎ ◎ ◎ ◎ ○
◯保健所ホームページ等により、管内の禁煙治療を行う医療機関を
掲載する等、引き続き関係機関と連携し、禁煙支援を受けることが
できる体制の整備を推進します。

・20歳未満の者の禁煙防止対策の推進 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○
◯引き続き若い世代の喫煙防止対策として、小中学校及び地域に
おける健康教育の推進を図ることとします。

・妊産婦の喫煙率の低下に向けた取組の推進 ○ ◎ ◎ ○

・受動喫煙防止対策の推進 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

●　栄養・食生活改善などの対策

・バランスのとれた食事の普及啓発
◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○

○保健所が実施する各種研修会や事業等において今後もパンフ
レットの配布を行うなど普及啓発を図ります。また、市町村や食生活
改善推進協議会等と連携を図りながら普及啓発を図ります。

8

○　喫煙な
ど生活習
慣の改善
を促進し、
がんの罹
患率の減
少を目指し
ます。

○　がん検
診による早
期発見・早
期治療を
進め、がん
の死亡率
の減少を
目指しま
す。

◯市町村が実施するがん検診実施状況を把握し、道ホームページ
に掲載するほか、道（本庁）を通じ各医療保険者にがん検診の受診
率の向上に向けた情報提供を行う等、今後も市町村はもとより職域
保健とも連携し、各種検診の受診率の向上を目指すこととします。

○各市町村でがん検診の実施周知に併せた普及啓発のほか、中高
校生を対象にピロリ菌検査を実施する等がん予防の取組みが実施
されています。こうした先駆的な取組みについて、情報提供を行いな
がら取組みの促進を図ります。
　 また、保健所では、がん征圧月間に合わせパネル展の開催等を
実施するなど今後も普及啓発に努めます。

◯がん検診受診率は全てのがん検診で目標値に達していない状況
に有ることから、引き続き市町村及び関係機関と連携し、検診の受
診勧奨に努めるとともに、がん検診の円滑な実施に向けた情報提
供等を図ることとします。

◯がん検診の受診を促進し、がんの早期発見につなげ、がんによる
死亡者の減少を図ることを目的に、補助金の活用やがん予防に関
する普及啓発に取組んでいますが、受診率は目標値に達ていない
状況 のため、引き続き関係機関と連携し、がん検診受診率向上を
推進するため普及啓発等の取組を図ることとします。

◯保健所では健康増進月間（9/1～
30）に合わせパネル展の開催や各
種事業においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布する
など普及啓発に取り組みました。

◯市町村においても独自の取り組み
により普及啓発を行いました。

◯保健所ホームページにおいて、管
内の禁煙治療を行う医療機関を掲
載しました。
　・ 宗谷管内禁煙治療医療機関
     ９施設（2024年4月現在）

　・北海道きれいな空気の施設登録
の推進を図りました。（新規登録　７
件）

◯管理栄養士実習生と合同により、
20歳未満の者の喫煙防止講座を実
施しました。
　・ 猿払村知来別小学校
　　（R6.8.30開催 生徒13名、教師5
名）

◯受動喫煙防止対策に係る説明会
を開催しました。
　・宗谷圏域地域・職域連携推進連
絡会（R7.3.25WEB開催）

◯受動喫煙が健康に及ぼす影響や各施設が受動喫煙防止を講じる
ことができるよう、地域住民や事業者等に対し普及啓発や学習機会
の取組を図ります。

◯がん検診の受診を促進し、がんの
早期発見につなげ、がんによる死亡
者の減少を図ることを目的に、補助
金の活用やがん予防に関する普及
啓発を行いました。

・新たなステージに入ったがん検診
総合支援事業 （６市町村　217千円
）

・世界禁煙デー（5月31日）及び禁煙
週間（5/31～6/6） における普及啓
発

・禁煙ポスターの掲示（庁舎、保健
所、支所、市町村）

・振興局各課窓口に啓発用三角柱
を設置

◯市町村が実施するがん検診の実
施状況を把握し、道ホームページに
掲載するほか、道（本庁）を通じ各医
療保険者にもがん検診の受診率の
向上に向けた情報提供を行いまし
た。



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

73

5010

124.4

98.3

145

10548

247.1

206.9

28.4

20.5

12.4

13.1

13.6

11.0

31.3

29.7

34.1

36.0

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

●　たばこ対策の啓発
・喫煙の健康影響に関する情報提供

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

・禁煙相談や禁煙を希望する人に対する禁煙
支援

◎ ◎ ◎ ◎ ○

特定保健指導実施率

減少

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

イ　循環器疾患

○　循環器
疾患の死
亡者の減
少を目指し
ます。

○　循環器
疾患を予
防するた
め、危険因
子となる高
血圧の改
善や脂質
異常症を
減らしま
す。

○　特定健
康診査及
び特定保
健指導に
よる疾病
の早期発
見、早期治
療を進め
ます。

実施状況

◯世界禁煙デー（5月31日）及び禁
煙週間（5/31～6/6） における普及
啓発を行いました。
 ・禁煙ポスターの掲示（庁舎、保健
所、支所、市町村）
・振興局各課窓口に啓発用三角柱
を設置

◯管理栄養士実習生と合同により、
20歳未満の者の喫煙防止講座を実
施しました。
・ 猿払村知来別小学校
　  （R6.8.30 生徒13名、教師5名）

◯市町村が実施するがん検診の実
施状況を把握し、道ホームページに
掲載するほか、道を通じ各医療保険
者にもがん検診の受診率の向上に
向けた情報提供を行いました。

高血圧の改善
（収縮期血圧140mmHｇ以上の者の割合）

北海道のきれいな空気の施設登録数

脂質異常症の者の割合
（LDLコレステロール160mg/dl以上の者の割合）

特定保健指導対象者の減少
（メタボリックシンドローム予備群の減少）

特定健診診査実施率

脳血管疾患の死亡数（10万人当たり）

脳血管疾患の死亡率（10万人当たり）

急性心筋梗塞の死亡数（10万人当たり）

急性心筋梗塞の死亡率（10万人当たり）

目標値

特定健康診査・特定保健指
導実績報告（厚生労働省）R4

北海道きれいな空気の施設
登録事業

　 市町村が実施する保健相談や健康教育が推進されるよう
補助金等を交付するほか、健康増進月間や禁煙週間に合わ
せパネル展を開催し普及啓発を実施しています。今後は、重
症化予防に向けた市町村や医療機関の取組の推進が課題
であり、関係者間で認識を深める研修等の機会を増加させる
必要があります。
　 今後も地域職域連携推進連絡会等で健診や健康管理上
の課題を協議し、保健事業の実施体制の充実を目指します。

◯保健所ホームページ等により、管内の禁煙治療を行う医療機関を
掲載する等、引き続き関係機関と連携し、禁煙支援を受けることが
できる体制の整備を推進します。

特定健康診査・特定保健指
導実績報告（厚生労働省）R4

北海道保健統計年報第37表R4

北海道保健統計年報第37表R4

北海道保健統計年報第37表R4

北海道保健統計年報第37表R4

ＮＤＢオープンデータ第9回

ＮＤＢオープンデータ第9回

特定健康診査・特定保健指
導実績報告（厚生労働省）R4

70.0％以上

45.0％以上

141件

減少

減少

減少

減少

118

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



・20歳未満の者の喫煙防止対策の推進 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

・妊産婦の喫煙率の低下に向けた取組の推進 ○ ◎ ◎ ○

・受動喫煙防止対策の推進 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○
◯喫煙の健康影響に関する情報提供や、住民が健康のために望ま
し い生活習慣やがんに関する正しい知識を身につけることができる
よう、関係機関と連携して普及啓発を図ります。

●　栄養・食生活改善などの対策
・バランスのとれた食事の普及啓発

◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○

○保健所が実施する各種研修会や事業等でリーフレット配布を行い
普及啓発に努めます。
　また、市町村や食生活改善推進協議会等と連携を図りながら普及
啓発に努めます。

・適正飲酒の普及啓発 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○
○アルコール関連問題啓発週間に合わせポスター掲示等により普
及啓発を実施しました。引く続き普及啓発に努めます。

〇　特定健康診査・特定保健指導従事者を
　対象とした人材育成のための研修会の開催

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

〇　地域・職域連携推進連絡会を活用した普及
　啓発、特定健康診査の充実など循環器病対
　策の推進

◎ ○ ○ ○

◯受動喫煙防止対策に係る説明会
を開催しました。

 ・宗谷圏域地域・職域連携推進連
絡会 （R7.3.25WEB開催）

○　循環器
疾患の死
亡者の減
少を目指し
ます。

○　循環器
疾患を予
防するた
め、危険因
子となる高
血圧の改
善や脂質
異常症を
減らしま
す。

○　特定健
康診査及
び特定保
健指導に
よる疾病
の早期発
見、早期治
療を進め
ます。

◯世界禁煙デー（5月31日）及び禁
煙週間（5/31～6/6） における普及
啓発を行いました。
 ・禁煙ポスターの掲示（庁舎、保健
所、支所、市町村）
・振興局各課窓口に啓発用三角柱
を設置

◯管理栄養士実習生と合同により、
20歳未満の者の喫煙防止講座を実
施しました。
・ 猿払村知来別小学校
　  （R6.8.30 生徒13名、教師5名）

◯市町村が実施するがん検診の実
施状況を把握し、道ホームページに
掲載するほか、道を通じ各医療保険
者にもがん検診の受診率の向上に
向けた情報提供を行いました。

◯保健所では健康増進月間（9/1～
30）に合わせパネル展の開催や各
種事業においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布する
など普及啓発に取り組みました。
◯市町村においても独自の取り組み
により普及啓発を行いました。
◯宗谷総合振興局の独自事業とし
て、料理教室を開催しました。
　（R7.3.5開催　20名参加）
◯保健所ﾊﾟﾈﾙ展や各種事業でリー
フレット等を配布しました。

◯引き続き若い世代の喫煙防止対策として、小中学校及び地域に
おける健康教育の推進を図ります。

◯受動喫煙が健康に及ぼす影響や各施設が受動喫煙防止を講じる
ことができるよう、地域住民や事業者等に対し普及啓発や学習機会
の取組を図ります。

9

◯地域・職域連携推進連絡会等の機会を通じ、圏域における健康
課題について情報共有を図ります。
◯今後も関係機関と連携しながら生活習慣病予防対策の取組を推
進します。



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

30

2377

10.3

9.1

1.5

1.4

7.2

6.5

13.6

11.0

31.3

29.7

34.1

36.0

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

〇　糖尿病治療継続者への支援

・治療の継続と血糖コントロール
○ ◎ ◎ ○ ○ ○

●　栄養・食生活改善などの対策

・バランスのとれた食事の普及啓発
◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○

○保健所が実施する各種研修会や事業等で配布を行い普及啓発
に努めます。また、市町村や食生活改善推進協議会等と連携を図り
ながら普及啓発に努めます。

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

○　生活習
慣の改善
の重要性
について
普及啓発
を進め、糖
尿病が強く
疑われる
者の増加
抑制を目
指します。

○　特定健
康診査及
び特定保
健指導に
よる早期
発見、早期
治療を進
めます。

○　重症化
予防のた
め、「治療
継続による
血糖値の
適正な管
理」の重要
性につい
ての意識
を高めま
す。

ウ　糖尿病

　 市町村が実施する保健相談や健康教育が推進されるよう
補助金等を交付するほか、健康増進月間や禁煙週間に合わ
せパネル展を開催し普及啓発を図りました。
　 また、重症化予防に向けた市町村や医療機関の取組の推
進が課題であり、関係者間で認識を深める研修等の機会を
増加させる必要があります。
　 今後も地域職域連携推進連絡会等で健診や健康管理上
の課題を協議し、保健事業の実施体制の充実を目指します。

目標値

１年以内の新規透析導入者数

糖尿病の治療に係る薬を服用している者の割合

血糖コントロール指標におけるコントロール不良者の割合
（HbA1cが8.0％以上の者）

糖尿病受診勧奨判定値に該当する者の割合
（空腹時血糖が126mg/dl以上の者）

特定保健指導対象者の減少
（メタボリックシンドローム予備群の減少）

特定健診診査実施率

特定保健指導実施率

◯新たな糖尿病患者の発生抑制、糖尿病患者の病状悪化を抑える
ために医療連携を強化するとともに、KDBエキスパンダーを活用し
た重症化予防対策の取組を推進します。

特定健康診査・特定保健指
導実績報告（厚生労働省）R4

特定健康診査・特定保健指
導実績報告（厚生労働省）R4

◯医療機関においては、透析患者
が増加している状況があります。

実施状況

地域保健課難病対策係「透
析医療の現状調査」R4

特定健康診査・特定保健指
導実績報告（厚生労働省）R4

ＮＤＢオープンデータ第9回

ＮＤＢオープンデータ第9回

特定健康診査・特定保健指
導実績報告（厚生労働省）R4

減少

減少

1.0以下

◯保健所では健康増進月間（9/1～
30）に合わせパネル展の開催や各
種事業においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布する
など普及啓発に取り組みました。
◯市町村においても独自の取り組み
により普及啓発を行いました。
◯宗谷総合振興局の独自事業とし
て、料理教室を開催しました。
　（R7.3.5開催　20名参加）
◯保健所ﾊﾟﾈﾙ展や各種事業でリー
フレット等を配布しました。
◯宗谷食育協議会へ参加しました。
　（R6.12.19開催）
◯稚内市市民講座へ講師を派遣し
ました。（R7.1.26開催)

減少

70.0％以上

45.0％以上

減少

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



●　健康づくりのための身体活動指針の普及啓発
　（ウォーキングやノルディックウォーキング、サイク
　リング等の普及啓発）

◎ ◎ ○ ○ ○ ○

○保健所が実施する各種研修会や事業等で普及啓発を実施しま
す。
　 また、市町村事業と連携を図りながら普及啓発を行います。
〇ノルディックウォーキングポールの貸出等を行い、実践の支援に
努めます。

●　特定健康診査・特定保健指導従事者を対象とし
　た人材育成のための研修会の開催

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●　地域・職域連携推進連絡会を活用した普及啓
　発、特定健康診査の充実など糖尿病対策の推進

◎ ○ ○ ○

○　生活習
慣の改善
の重要性
について
普及啓発
を進め、糖
尿病が強く
疑われる
者の増加
抑制を目
指します。

○　特定健
康診査及
び特定保
健指導に
よる早期
発見、早期
治療を進
めます。

○　重症化
予防のた
め、「治療
継続による
血糖値の
適正な管
理」の重要
性につい
ての意識
を高めま
す。

◯地域・職域連携推進連絡会等の機会を通じ、圏域における健康
課題について情報共有を図ります。
◯今後も関係機関と連携しながら生活習慣病予防対策の取組を推
進します。

◯受動喫煙防止対策に係る説明会
を開催しました。

  ・宗谷圏域地域・職域連携推進
　連絡会 （R7.3.25WEB開催）
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◯ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞﾎﾟｰﾙの貸出実
績はありませんでした。
◯ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｷﾝｸﾞ体験会の開催に
ついては、取組が行えませんでし
た。



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

32.4

28.1

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

○　COPDに関する普及啓発

・ホームページや広報などを活用したCOPDに
係る普及啓発

◎ ◎ ◎ ◎ ○

・健康診査や健康教育の場における普及啓発 ○ ◎ ◎ ○ ○
○禁煙週間を始めとした様々な機会を通じて、周知活動に務めま
す。

●　たばこ対策の啓発

・喫煙の健康影響に関する情報提供
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

○各種研修会において健康増進法改正による受動喫煙対策の周知
に加え、喫煙の健康への影響に関する健康教育を実施します。

・禁煙相談や禁煙を希望する人に対する禁煙
支援

◎ ◎ ◎ ◎ ○
◯保健所ホームページ等により、管内の禁煙治療を行う医療機関を
掲載する等、引き続き関係機関と連携し、禁煙支援を受けることが
できる体制の整備を推進します。

・20歳未満の者の禁煙防止対策の推進 ◎ ○
◯引き続き若い世代の喫煙防止対策として、小中学校及び地域に
おける健康教育の推進を図ることとします。

・妊産婦の喫煙率の低下に向けた取組の推進 ◎ ◎ ○

・受動喫煙防止対策の推進 ◎ ○ ◎

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

エ　COPD

令和６年度（2024年度）

○　COPD
の疾患の
認知度を
高めるとと
もに、喫煙
による影響
の普及を
図り、
COPDの死
亡率の減
少を目指し
ます。

目標値

禁煙治療に保険が使える医療機関 増加

たばこを習慣的に吸っている者の割合

実施状況

8 一般財団法人日本禁煙学会

◯受動喫煙が健康に及ぼす影響や各施設が受動喫煙防止を講じる
 ことができるよう、地域住民や事業者等に対し普及啓発や学習機
会の取組を図ります。

◯喫煙の健康影響に関する情報提供や、住民が健康のために望ま
し い生活習慣やがんに関する正しい知識を身につけることができる
よう、関係機関が連携して普及啓発を行います。

減少

　 本道の喫煙率は全国と比較し高く、長期的な喫煙は喫煙
者本人のみならず、受動喫煙にさらされる人にとっても発症リ
スクを高めるほか、罹患率や死亡率の増加につながると予
想されます。
　 令和4年度健康づくり道民調査によると、COPDの認知度
は33.9％となっており、年齢が上がるにつれ、その認知度は
減少傾向となっていることから、COPDの疾患の認知度を高
めるとともに、喫煙による影響の普及啓発について推進する
必要があります。

ＮＤＢオープンデータ第9回

◯保健所ホームページにおいて、管
内の禁煙治療を行う医療機関や、
COPDに関する情報を掲載しまし
た。
・宗谷管内禁煙治療医療機関
  ９施設（2024年4月現在）

◯北海道きれいな空気の施設登録
の推進を図りました。
　 ・新規登録　７件

◯管理栄養士実習生と合同により、
20歳未満の者の喫煙防止講座を実
施しました。
　・ 猿払村知来別小学校
  （R6.8.30 生徒13名、教師5名）

◯受動喫煙防止対策に係る説明会
を開催しました。
   ・宗谷圏域地域・職域連携推進
　  連絡会 （R7.3.25WEB開催）

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



〇　第二種施設を対象に、屋内禁煙を促進する
　「北海道のきれいな空気の施設」の登録促進

◯引き続き第二種施設を対象に、「北海道きれいな空気の施設登録
事業」の推進を図ります。

〇　特定健康診査・特定保健指導の実施
・特定健康診査の受診勧奨

○ ○ ◎

・特定健康診査・特定保健指導の実施 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○　COPD
の疾患の
認知度を
高めるとと
もに、喫煙
による影響
の普及を
図り、
COPDの死
亡率の減
少を目指し
ます。
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◯地域・職域連携推進連絡会等の機会を通じ、圏域における健康
課題について情報共有を図ります。
◯今後も関係機関と連携しながら生活習慣病予防対策の取組を推
進します。

◯北海道きれいな空気の施設
登録の推進を図りました。
　 ・新規登録　７件

◯宗谷圏域地域・職域連携推進
連絡会において、特定健診結果
に係る情報提供を行いました。
・宗谷圏域地域・職域連携推進
連絡会 （R7.3.25WEB開催）
　 北海道国民健康保険団体連
合会から説明を実施。



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

23.9

17.9

14

912

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保

健

所

市

町

村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

○　精神保健相談の窓口の周知及び相談体制の充
　実

・保健所ホームページやパンフレット、各広報誌の活
用による保健所や市町村等の相談窓口の周知と各
関係機関との連携強化等の相談体制の充実

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

〇　自殺予防対策事業の推進

・市町村における自殺予防対策の取組に対する技術
的支援

◎ ○ ○ ○ ○ ○

・人材育成のための自殺予防ゲートキーパー養成講
座の開催

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

・宗谷地域自殺予防対策推進連絡会の開催などに
よる関係機関との連携を強化した対策の推進

◎ ○ ○ ○ ○

〇　地域・職域におけるメンタルヘルス対策の推進

・メンタルヘルスに関する情報提供や健康教育・健康
相談の実施

◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

・宗谷地域自殺予防対策推進連絡会での地域課題
を共有した対策の検討

◎ ○ ◎ ○

○自殺が起きる背景には、様々な要因が関連しあっているこ
とから、各関係機関との連携した取り組みが重要でです。今
後も自殺予防対策推進連絡会議を継続し、管内の自殺の実
態や取り組み状況等について共有、意見交換しながら各機
関の取り組み及び連携体制が強化されるよう努めます。

〇市町村の取り組みとしてゲートキーパー研修の開催や普
及啓発活動等が行われています。各市町村では、自殺対策
計画が策定されており、今後も市町村と協働した取組を推進
します。

◯定例日を設けた精神保健福祉健
康相談

◯随時（電話・来所）の精神保健福
祉相談の実施

○関係機関を介して相談につながるケースもあることから、
今後も相談の機会を十分に活用してもらえるよう広く周知しま
す。
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４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

ア　こころの健康

令和６年度（2024年度）

〇　精神保
健相談な
どを通じ、
ストレス要
因の軽減
や対応を
適切に行
い、こころ
の健康の
保持・増進
を図りま
す。

　 宗谷管内の自殺死亡率は目標値を上回っています。
　 保健所が実施する相談について、必要な方に利用されるよ
うPRを図るとともに、市町村や医療機関、職域保健機関、学
校等との連携を図り、自殺対策や心の健康づくり対策を進め
る必要があります。

◯自殺予防対策推進連絡会議を開
催しました。 (１回）

◯地域自殺対策強化事業補助金を
交付しました。

◯自殺予防週間における普及啓発
活動（ホームページ・日刊宗谷掲
載、パネル展）に取り組みました。

自殺死亡数（実数）

目標値

自殺死亡率（人口10万人当たり）

実施状況

減少

12.1以下 北海道保健統計年報第37表Ｒ４

北海道保健統計年報第37表Ｒ４

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

主な取組（●再掲）
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

37.4

32.9

11.1

13.8

38.8

40.2

69.6

75.4

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

○　高齢者の交流の場の推進

・介護予防事業の推進
○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○

・高齢者の活動及び交流の場の提供 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

・老人クラブ、ボランティア等の活動支援 ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○

〇　体重管理・低栄養予防

・栄養改善事業及び栄養管理の積極的な推進
○ ◎ ◎ ○ ○

○保健事業と介護事業の一体的な実施に向け、今後も市町村の状
況を把握し、事業の企画・共催等、推進に務めるとともに、社会的フ
レイルに陥らないよう、健康意識の向上及び行動に結びつけるよう
努めます。

実施状況

◯保健事業と介護事業の一体的実
施を実現するため、市町村に対し情
報提供を行いまいた。

◯稚内市等の老人クラブでは、団体
が主体的に健康づくりに取り組む活
動を行っています。

○保健所が実施する各種研修会や事業等で配布を行い普及啓発
に努めます。また、市町村や食生活改善推進協議会等と連携を図り
ながら普及啓発に努めます。

　 高齢者の健康づくりを進めるため、社会参加を促進するこ
とが大切であるが、管内の老人クラブの活動状況は市町村
によって違いがあります。また、全国的に老人クラブの加入
率が減少していることから、老人クラブの活動に限定せず、
高齢者の活動実態を幅広く捉える必要があります。
　 また、介護予防事業の取組みについても、市町村によって
開きがあるため、今後は各市町村が高齢者の実態を把握
し、課題に即した取組みを進めていく必要があります。

健康増進事業補助金実績報告書-③
シート骨粗鬆症検診受診費から算出

ＮＤＢオープンデータ第9回

ＮＤＢオープンデータ第9回

ＮＤＢオープンデータ第9回

目標値

減少

減少

15%

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

○　高齢者
の健康づく
りを進めま
す。

イ　高齢者の健康

◯保健所では健康増進月間（9/1～
30）に合わせパネル展の開催や各
種事業においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布する
など普及啓発に取り組みました。
◯市町村においても独自の取り組み
により普及啓発を行いました。
◯宗谷総合振興局の独自事業とし
て、料理教室を開催しました。
　・R7.3.5開催　20名参加
◯保健所ﾊﾟﾈﾙ展や各種事業でリー
フレット等を配布しました。
◯稚内市市民講座へ講師を派遣し
ました。
　・R7.1.26開催

65歳～74歳の肥満の割合（BMI25以上）

65歳～74歳のやせ傾向の割合（BMI20以下）

骨粗鬆症検診受診率の向上

日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以
上実施する者の割合

60歳代における咀嚼良好者の割合

増加

80.0％以上

10.3

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



・栄養バランスの良い食事の普及啓発 ◎ ◎ ◎ ◎ ○

〇　歯の喪失予防と口腔機能の維持・向上

・かかりつけ歯科医による定期健診（健診とプ
ロフェショナルケア）の推進

○ ○ ◎ ◎
◯稚内市在宅医療・介護連携推進検討会「てっぺんの会」口腔ケア
チームの支援に努めます。

○　ロコモティブシンドローム予防

・介護予防事業を通した運動習慣の定着
○ ◎ ○ ◎ ○

・家の中で出来る運動の推進 ○ ◎ ○ ○ ◎ ○

◯パネル展等を通じ普及啓発を図り
ました。

◯健康講話へ講師を派遣しました。

○栄養摂取基準の変更に伴い、高齢者施設、給食提供施設等への
指導助言時を利用し、周知に努めるとともに、各種研修会・パネル
展等を利用し普及啓発に努めます。

○保健所が実施する各種研修会や事業等で配布を行い普及啓発
に努めます。また、市町村や食生活改善推進協議会等と連携を図り
ながら普及啓発に努めます。
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○　高齢者
の健康づく
りを進めま
す。

◯保健所では健康増進月間（9/1～
30）に合わせパネル展の開催や各
種事業においてﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配布する
など普及啓発に取り組みました。
◯市町村においても独自の取り組み
により普及啓発を行いました。
◯宗谷総合振興局の独自事業とし
て、料理教室を開催しました。
　・R7.3.5開催　20名参加
◯保健所ﾊﾟﾈﾙ展や各種事業でリー
フレット等を配布しました。
◯稚内市市民講座へ講師を派遣し
ました。
　・R7.1.26開催



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
R7

宗谷
R8

宗谷
R9

宗谷
R10
宗谷

R11
宗谷

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

○　関係団体と協働した活動 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

（２）健康を支え、守るための社会環境の整備

令和６年度（2024年度）

目標値

　従業員の生活習慣改善支援など健康的な職場環境の整備
に取り組む事項を宣言する「健康事業所宣言」を協会けんぽ
北海道支部と連携し推進するほか、地域・職域連携推進事
業により、地域保健や職域保健が連携し健康づくりに取り組
むことが必要です。

健康経営に取り組むことを宣言した事業所「健康事業宣言」
の登録数

29

○　「北海
道健康づく
り協働宣

言」団体の
登録の増
加を図ると
ともに、こ
れらの団

体と協働し
道民の健
康づくりを
推進しま

す。

〇　健康
無関心層
を含む幅

広い層が、
自然に健
康な行動
をとること
ができるよ
うに、食生
活を支援
する環境
の整備や
受動喫煙
防止の取
組を進め
社会環境
の整備を
図ります。

○食品表示法の施行に伴い栄養成分表示が義務化されたことか
ら、栄養成分表示に係る相談等の支援に努めます。

◯引き続きヘルスサポートレストラン登録事業の推進に努めます。

◯栄養成分表示に係る相談につい
て、支援を行いました。
　・相談件数14件
◯ヘルスサポートレストラン登録事
業の推進に向けた取り組みを行いま
した。
　・新規8件　登録26件
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増加

増加

宣言事業所の紹介（協会け
んぽ北海道支部）

ほっかいどうヘルスサポート
レストラン推進事業登録状況

「ほっかいどうヘルスサポートレストラン」登録店舗数 118

実施状況

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



目標 令和6年度以降の取組みの方向性

○代表的な指標の推移 【総括評価】

指標
R6

宗谷
全道

R7
宗谷
全道

R8
宗谷
全道

R9
宗谷
全道

R10
宗谷
全道

R11
宗谷
全道

77.1

76.1

65.4

73.6

74.1

75.1

56.7

66.0

9.0

9.7

21.0

16.9

7.3

3.3

8.3

6.1

0.4

1.0

○主な取組 【主な取組の評価及び今後の取組】

主な取組（●再掲）
保
健
所

市
町
村

教
育

医
療

職
域

団
体

住
民

○　子どもの適正な食習慣や運動習慣の推進
　
・乳幼児健診・相談等における保健指導（食事や運動
等を含めた生活リズムの見直しなど）

○ ◎ ◎ ○ ○

・離乳食教室、幼児教室、親子教室等による健康教
育

○ ◎ ○ ○ ○

・宗谷食育推進協議会による連携 ◎ ◎ ○ ○ ◯宗谷食育推進協議会に出席し、関係団体との連携を図ります。

　 妊娠中の喫煙は、低体重児の出生や早産のリスク要因で
あり、アルコール摂取は流産、死産、先天性異常のリスク要
因であると言われています。
　 市町村では、両親教室や育児学級等が開催されています
が、適正体重維持やタバコやアルコールの保健指導をどの
程度実施しているかを把握するとともに、こうしたリスクを周
知する取組の促進が必要です。
　 適正な食・運動習慣を有する子どもの割合増加に向け、引
き続き市町村、児童福祉施設、教育機関との連携を図りま
す。

○保健所が実施する各種研修会や事業等で配布を行い普及啓発に
努めます。また、市町村や食生活改善推進協議会等と連携を図りな
がら普及啓発に努めます。

北海道母子保健事業報告Ｒ５

北海道母子保健事業報告Ｒ５

妊婦の飲酒率

実施状況

減少

妊婦の喫煙率

４　圏域における毎年度の実績報告（主な取組／毎年度更新）

令和６年度（2024年度）

（３）ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり

朝食を毎日食べる児童の割合（小学生　男子）

朝食を毎日食べる児童の割合（中学生　男子）

◯市町村において健康教育、学習会
等を実施しました。

◯保健所はﾊﾟﾈﾙ展や各種事業を通
じ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を配布するなど普及啓
発を図りました。

◯農務課が主催する宗谷食育推進協
議会に出席し、連携を図りました。

◯妊婦向け受動喫煙防止ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等
を市町村に配布しました。

0%

0%

0%

北海道母子保健事業報告Ｒ５

12.0％以下

○　適正な
食習慣や
運動習慣

を有する子
どもの割合
を増やしま

す。

○　妊娠
前・妊娠期
における
適正体重
の維持や

喫煙、飲酒
習慣の改
善を進め

ます。

全国体力・運動能力、運動
習慣等調査「北海道版結果
報告書（北海道教育委員会）

すべての児童
が朝食を食べ
ることをめざ

す。

北海道母子保健事業報告Ｒ５
適正体重の子どもの割合（全出生数中の低出生体重児の
割合）

女性の喫煙率

産婦の喫煙率

目標値

朝食を毎日食べる児童の割合（小学生　女子）

朝食を毎日食べる児童の割合（中学生　女子）

ＮＤＢオープンデータ第9回

【主体、連携、協働】事業実施主体には「◎主体」、事業に係る関係機関は「○連携、協働」

【職域】事業所、労基署、商工会議所、商工会等

【団体】医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会等



○　妊娠前・妊娠期における適正な食習慣や適正体
　重の維持、喫煙、飲酒習慣の改善の推進

・養育者支援保健・医療連携システム会議（保健所・
市町村・医療機関・関係団体）

◎ ○ ○ ○ ○

・母子保健担当者会議（保健所・市町村・関係団体） ◎ ○ ○

・妊娠届出時における食事・喫煙・飲酒アンケート及
び母子手帳交付時における保健指導

◎ ○

・妊婦健康診査受診票の交付による健康診査 ◎ ○ ○ ○

・妊婦への個別支援や集団での健康教育の実施 ◎ ◎ ○

◯養育支援保健・医療連携システム
会議及び母子保健担当者会議を兼ね
て開催しました。

◯引き続き養育支援保健・医療連携システム会議及び母子保健担
当者会議等を開催し、市町村・医療機関、関係団体と情報共有を図
ります。

◯管内の母子保健活動について実態把握に努めます。

◯虐待予防に向け、必要時児童相談所と情報共有・意見交換等の
連携を図ります。
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○　適正な
食習慣や
運動習慣

を有する子
どもの割合
を増やしま

す。

○　妊娠
前・妊娠期
における
適正体重
の維持や

喫煙、飲酒
習慣の改
善を進め

ます。

◯保健所では女性の健康相談日を開
設しています。
　・月１回（第２火曜日）13:00～16:00

◯保健所では女性の健康相談ダイヤ
ルを開設しています。
　・月～金曜日　9:00～17:00

◯出産、子育て、思春期、更年期との健康に関する相談について、
ワンストップで総合的に応じるとともに、女性の健康に関する情報を
収集・集約し、健康保持や予防に関する普及啓発の充実を図りま
す。


